
ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県産イチゴの輸出促進を図るため、輸出に対応した生産体系への転換を

図る生産者に対し、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱（令和４

年１２月２日付け４輸国第3859号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」と

いう。）、ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト実施要領（令和４年１２月

９日付け４輸国第3880号農林水産省輸出・国際局長通知）、及びＧＦＰ大規模輸出産地

生産基盤強化プロジェクト実施規程（令和７年４月１日株式会社マイファーム制定）に

基づき実施する生産体系の転換に要する経費について、予算の範囲内において補助金を

交付する。交付に関しては、奈良県補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。 

ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト 

国交付等要綱別表１の区分の欄の３の（１）の事業内容欄の２の事業 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の全てを満たす団体とする。 

 ・３戸以上の奈良県内のイチゴ生産者で構成された代表者の定めのある組織。 

 ・複数の構成員が前年度及び前々年度の両方でイチゴを輸出した実績を有する組織。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、国交付等

要綱別表１の区分欄の３の（１）の事業内容欄の２の（２）の事業。 

 

（補助対象経費、補助金の額及び補助要件） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額

及び補助要件は別表１のとおり。 

 



（事業実施期間） 

第６条 本事業の実施期間は、交付決定のあった日から当該年度の２月２０日までとする。 

 

（事業の公募） 

第７条 本事業へ応募する者（以下、「応募者」という。）は、別記様式Ａにより輸出向

けイチゴ生産体系転換計画を作成し、知事に提出するものとする。 

２ 知事は、事業実施主体の採択に当たり、応募者から提出された計画が適切であるか等

について審査を行うものとし、審査が完了次第、速やかに応募者に対し通知するものと

する。 

 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジ

ェクト補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなけ

ればならない。 

(1) 輸出向けイチゴ生産体系転換計画書（別記様式Ａ） 

(2) 輸出向けイチゴ生産体系転換実証圃場申告書兼技術導入計画書（別記様式Ｂ） 

(3) 輸出向けイチゴ生産資材利用計画書（別記様式Ｃ） 

(4) その他知事が必要と認める書類 

なお、次条による交付決定の前に事業に着手する場合は、交付申請と同時にＧＦＰ大

規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト交付決定前着手届（第２号様式）を知事に提出

しなければならない。 

２ 申請者は、第１項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗

じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）に相当する額を減額し

て申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除

税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第９条 知事は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めると 



きは、補助金の交付を決定し、当該申請者（以下、「補助事業者」という。）に対し、

通知するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条

件を付けるものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 前条第１項の規定による決定を受けた補助事業者は、補助金の交付の申請を取

り下げようとするときは、同項の規定による交付の決定の通知を受けた日から１０日以

内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（変更等の承認の申請） 

第１１条 補助事業者は、規則第５条第１項第１号の承認を受けようとするときは、ＧＦ

Ｐ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト補助金変更承認申請書（第３号様式）に積

算根拠となる書類その他知事が必要と認める資料を添えて、知事に提出し、その承認を

受けなければならない。ただし、規則同号に規定する軽微な変更は、事業費の３０％以

内の増減及び補助金の３０％以内の減額とする。 

２ 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、第３号様

式の「変更承認申請書」を「中止（廃止）承認申請書」に置き換えた申請書を知事に提

出しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

第１２条 補助金は原則として精算払とする。ただし、知事は、補助金の交付を決定した

場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払をすること

ができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、ＧＦＰ大規模輸出産地生産

基盤強化プロジェクト補助金概算払請求書（第４号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（指示及び検査） 

第１３条 知事は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行う

ことができる。 

 



（事業遂行状況の報告） 

第１４条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の１２月３１日現在において、

ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト補助金遂行状況報告書（第５号様式）

を作成し、当該年度の１月８日までに知事に提出するものとする。ただし、第１２条第

２項の概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。 

２ 知事は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑適正な執行を図るために必要があ

ると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることがで

きる。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強

化プロジェクト補助金実績報告書（第６号様式）に、次に掲げる書類を添えて、当該補

助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は事業実施年度の２月末日のいず

れか早い日までに、知事に報告しなければならない。 

(1) 輸出向けイチゴ生産体系転換実績報告書（別記様式Ａ） 

(2) 輸出向けイチゴ生産体系転換実証圃場申告書兼技術導入実績報告書（別記様式Ｂ） 

(3) 輸出向けイチゴ生産資材利用実績報告書（別記様式Ｃ） 

(4) 輸出対応圃場防除履歴記録簿（別記様式Ｅ） 

(5) 輸出対応圃場専用出荷箱使用記録簿（別記様式Ｆ） 

(6) その他知事が必要と認める書類 

２ 第８条第２項のただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報

告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当

該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の確定及び交付） 

第１６条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めたときは、

 補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。     

２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト補助金交付請求書（第７号様式）を知

事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第１２条第１項の規定により概算

払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。 



４ 知事は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該金

額の補助金の返還を当該補助事業者に対し請求するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告

により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、ＧＦＰ大規模輸出

産地生産基盤強化プロジェクト補助金消費税等仕入控除税額報告書（第８号様式）によ

り速やかに知事に報告するとともに、返還命令を受けたときは、これを返還しなければ

ならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１８条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

  (1) 第９条第２項の規定により知事が付けた条件に違反したとき。 

  (2) 第１１条の規定に違反したとき。 

  (3) 第１３条の規定による知事の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若

しくは妨げたとき。 

（4）法令若しくは法令に基づく知事の処分若しくは指示に違反したとき 

（5）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

（6）補助事業に関して不正、事務手続きの遅延、その他不適当な行為をしたとき 

（7）交付決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なったとき 

２ 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、

知事は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の管理等） 

第１９条 規則第２０条第２号の知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が 

５０万円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第２０条ただし書の規定により知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表に掲げる期間とする。 

 

（補助金の経理等） 



第２０条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類

を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年

間保存しなければならない。 

２ 前項に基づき整理及び保管すべき証拠書類のうち、電磁的記録により整理及び保管が

可能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

（入札又は見積り合せ) 

第２１条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合

は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付

すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることがで

きる。 

２ 補助事業者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札又は見積

り合せ（以下「入札等」という。）に参加しようとする者に対し、第９号様式による契

約に係る指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者について

は、入札等に参加させてはならない。 

 

 （その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年８月１３日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年６月４日から施行する。



別表１ 補助対象経費、補助金の額及び補助要件 

補助対象経費 補助金の額 補助要件 

海外の規制・ニーズに対応した持続的な生産体

系への転換に係る経費のうち、以下の経費。 

なお、（１）及び（２）の間の相互流用は可能

とする。 

 

 

・生産体系の転換に取り組む圃場（輸出対応圃場）を輸出向

けイチゴ生産体系転換実証圃場申告書兼技術導入計画書（

別記様式Ｂ）により申告すること。 

・輸出対応圃場と一般管理圃場及びこれらで生産されたイチ

ゴ果実を生産から流通まで明確に区別すること。 

・輸出対応圃場で収穫されたイチゴを市場出荷する場合、原

則的に全量を輸出対応圃場専用出荷箱により出荷するこ

と。 

 輸出対応圃場専用出荷箱は、色やデザイン等の特徴に基づ

き、一般管理圃場で生産された商品と明確に区別可能な出

荷箱とすること。 

・輸出対応圃場専用出荷箱は輸出対応圃場以外では使用しな

いこと。 

・使用する輸出対応圃場専用出荷箱について、輸出対応圃場

専用出荷箱利用申告書（別記様式Ｄ）により11月末日まで

に申告すること。 

・全輸出対応圃場の日別の出荷量と、輸出対応圃場専用出荷

箱の使用数量を、輸出対応圃場専用出荷箱使用記録簿（別

記様式Ｆ）に記録し、県の求めに応じて適宜提出するこ

と。 

・輸出対応圃場においては知事が別に定める防除基準に準拠

した病害虫防除を実践し、同基準に基づく防除を継続でき

なくなった場合には、以後、当該圃場を一般管理圃場とし

て取り扱うこと。 

・輸出対応圃場で生産されたイチゴ果実を、一定量、台湾ま

たはタイへ輸出すること。 

・県が本事業に関連して実施する残留農薬検査、輸出した商

品の流通調査及びプロモーション活動に協力すること。 

・事業開始前年、翌年及び翌々年の所得税及び復興特別所得

税の確定申告書について、県の求めに応じて適宜写しを提

出すること。 

 



（１）生物農薬費 

 海外の残留農薬基準値規制に対応した防除体

系への転換に要する下記の資機材。 

① ハダニ類・アザミウマ類・アブラムシ類

に対する生物農薬（天敵製剤）及び関連

資材の導入に係る経費。ただし、補助対

象とする資材は別表２に定める。 

② うどんこ病・灰色かび病に対する生物農

薬（微生物製剤）及び関連機材の導入に

係る経費。ただし、補助対象とする資材

は別表２に定める。 

 

 

定額 

ただし、上限単価につ

いては別表２に定める

とおりとする。また、

（１）の①の補助額は

（１）の②及び（２）

の補助額の合計の２倍

を超えない範囲を上限

とする。 

 

 

 輸出先国または県が事業実施期間中に実施する残留農薬検査

において残留基準値超過が確認されていない生産者の輸出対

応圃場で使用する生物農薬及び関連資材であること。 

 輸出対応圃場における病害虫防除履歴を輸出対応圃場防除履

歴記録簿（別記様式Ｅ）に記録し、県の求めに応じて適宜提

出すること。 

 

 

（２）物理的・耕種的防除資材費 

 海外の残留農薬基準値規制に対応した防除体

系への転換に要するアザミウマ類等のハウス

への侵入防止及び捕殺のための資材、並びに

育苗圃場におけるうどんこ病予防のための資

材の導入に係る経費。ただし、補助対象とす

る資材は別表３に定める。 

 

 

 

 

定額 

ただし、上限単価につ

いては別表３に定める

とおりとする。 

 

 輸出対応圃場（本圃）で使用するアザミウマ類等のハウスへ

の侵入防止及び捕殺のための資材、並びに輸出対応圃場で輸

出向けのイチゴ生産に取り組む生産者の育苗圃場で使用する

うどんこ病予防のための資材であること。 

 輸出対応圃場（本圃）で使用する資材（捕殺用粘着トラップ

を除く）は９月中旬までに、育苗圃場で使用する資材は８月

上旬までに設置を完了すること。 



別表２ 補助対象となる生物農薬及び関連資材並びに上限交付単価 

製品名 
規格  上限交付単価 

※1 
備考 ボトル容量 

または入数 
含有天敵 
頭数 

ミヤコカブリダニ製剤 

スパイカルEX *1 
250ml 5,000 

一定以上の 

放飼量に対し 

100頭あたり 

280.0円  

※2 

100ml 2,000 

ミヤコトップ *2 250ml 2,000 

ミヤコスター *3 300ml 2,000 

スパイカルプラス *1 100パック 5,000 

スパイカルプラスＵＭ*1 100パック 10,000 

ミヤコバンカー *4 

（システムミヤコくん） 

100パック 10,000 

50パック 5,000 

チリカブリダニ製剤 

スパイデックスバイタル *1 100ml 2,000 一定以上の 

放飼量に対し 

100頭あたり 

252.5円  

※3 
チリトップ *2 500ml 2,000 

チリカ・ワーカー *5 100ml 2,000 

チリガブリ *4 30ml 2,000 

ミヤコカブリダニ・チリカブリダニ混合製剤 

ミッチトップ *2 250ml 
ミヤコ 1,600 
チリ   400 

ミヤコ 同上 
チリ 同上 

※2 
※3 

リモニカスカブリダニ製剤 

リモニカ *1 1000ml 12,500 25,600円  

ククメリスカブリダニ製剤 

ククメリスEX *1 1000ml 50,000 4,500円 9円 

/100頭 メリトップ *2 900ml 50,000 4,500円 

コレマンアブラバチ製剤 

アフィパール *1 100ml 500 6,600円 1,320円 

/100頭 コレトップ *2 100ml 250 3,300円 

アブラバチ用バンカー  （含有天敵頭数欄の数値は着生するアブラムシ数） 

アブラバチ用バンカー *2 4個 800 2,200円 275円 

/100頭 アフィバンク *1 1個 500 1,375円 

バンカー給水資材 

バンカー植物給水キット *2 4個 - 2,200円  

微生物殺菌剤     

ボトキラー水和剤 *6 100g/500g - 8,800円/500g  

ボトキラー水和剤ダクト内投入機 

きつつき君 ＳＡ－２００ *6 2台セット - 
85,800円 

/セット 
 

*1 アリスタライフサイエンス(株)／*2(株)アグリセクト／*3 住化テクノサービス(株
)／*4 石原産業(株)／*5 小泉製麻(株)／*6 (株)エス・ディー・エス バイオテック 

 
※1 実際の購入単価（税抜）が上限交付単価を下回る場合、実際の購入単価に基づい

て補助額を決定する。 

※2 ミヤコカブリダニについては10,000頭/10a（慣行の倍）以上放飼した場合に、 

5,000頭/10a（慣行）を超える分を補助対象とする。 

※3 チリカブリダニについては12,000頭/10a（慣行の倍）以上を放飼した場合に、 

6,000頭/10a（慣行）を超える分を補助対象とする。 



別表３ 補助対象となる物理的・耕種的防除資材並びに上限交付単価 

補助対象資材 

上限交付単価 
 

（※1 は各資材、 

※2 は育苗圃場の 

単位面積当たり単価） 

備考（補助要件） 

防虫ネット   
313円/㎡  

（※1） 

 光反射資材が織り込まれた製品で

あること。 

 栽培施設へのアザミウマ類の侵入

抑制効果が公的機関の試験により

確認された製品であること。 

 設置するハウスの奥行の２倍の長

さを上限に補助。 

 本圃で使用するものに限る。 

光反射シート   
137円/㎡ 

（※1） 

 栽培施設へのアザミウマ類の侵入

抑制効果が公的機関の試験により

確認された製品であること。 

 設置するハウス毎に幅 1.5ｍ×(外

周の長さ＋８ｍ)を上限に補助。 

 本圃で使用するものに限る。 

アザミウマ捕殺用 

粘着トラップ 
  

900円/㎡ 

（※1） 

 アザミウマ類捕獲を目的とした製

品であることが明示された青色の

トラップであること。 

 設置するハウス毎に幅 0.15ｍ×外

周の長さ×８倍に相当する粘着部

面積を上限に補助。 

 本圃で使用するものに限る。 

ＵＶ－Ｂランプ   
142,500円/a 

（※2） 

 農作物の病害虫防除を目的とした

製品であること。 

 うどんこ病防除効果が公的機関の

試験により確認された製品（また

は同一メーカーの後継品）である

こと。 

 セットで使用する口金ソケット付

ケーブル及びタイマーも補助対象

に含める。 

 育苗圃場で使用するものに限る。 

遮熱性農ＰＯフィルム  
448円/㎡ 

（※1） 

 光合成有効波長の光を透過し、赤

外線の透過を抑制する製品で、遮

光率は 10%未満であること。 

 育苗圃場で使用するものに限る。 

※ 実際の購入単価（税抜）が上限交付単価を下回る場合、実際の購入単価に基づいて

補助額を決定する。 

 

 
 


